菊池市第10期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
策定業務委託仕様書


1　業務委託事項
（1）委託業務番号　令8菊高委第１号
（2）委託業務名　　令和8年度菊池市第10期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託

2　趣旨
　　本仕様書は、菊池市が実施する菊池市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務に関して必要な事項を定めるとともに、受注者が履行しなければならない事項を定めるものとする。

3　目的
本業務は、これまでの高齢者福祉行政や介護保険事業等への取り組み状況を踏まえ、令和7年
度に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」に基づく課題分　　
析とニーズ等の把握により、その特性や課題について分析・評価を行い、令和9年度から令和11
年度までを計画期間とする「第10期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定すること
を目的とする。また、成年後見制度利用促進法に基づく成年後見制度利用促進基本計画及び共生社会を実現するための認知症基本法に基づく認知症施策推進基本計画を併せて策定する。（高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画と整合性を図り、同一計画書に記載）

4　委託期間
業務年度は令和8年度の業務とし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までを業務期間とする。

5　業務概要
　【計画策定】
1） 現状分析・現計画の評価、課題の整理
2） 関係団体へのヒアリング実施
3） 計画骨子・素案作成、編集
4） 高齢者保健福祉及び介護保険運営協議会（策定委員会）等の支援
5） パブリックコメント支援
【計画書】
１）計画書・概要版の原稿作成
２）計画書・概要版の編集・印刷・製本
３）データ作成


6　業務内容
【計画策定】
　受託者は、上記の目的を達成するため、地域包括ケア「見える化」システム等を活用し調査・分析・検証等を行い、計画の策定を支援する。
１）現状分析・現計画の評価、課題の整理
(1) 基礎データの整理
統計資料や関係調査の結果、国や県の高齢者保健福祉制度や介護保険事業制度をめぐる制度
改正の動向把握を行い整理する。
(2) 現状分析
①日常生活圏域ニーズ調査の分析
　令和7年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査データを分析することにより、日常生活圏域ごとの高齢者の状態像や潜在化している地域の実情等を把握し、本市の特性や課題について分析・評価を行うこと。
②在宅介護実態調査の分析
令和7年度在宅介護実態調査の調査データを分析することにより、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスのあり方を検討し、本市における特性や課題について分析・評価を行うこと。
③給付分析
日常生活圏域ごとに、被保険者数の推移、要支援、要介護認定者、総合事業対象者数をはじめとした人口推計、介護給付（予防給付サービスも含む）及び総合事業におけるサービス量を算出したうえで、第10期介護保険料を算出すること。
（3）課題の整理
　第9期計画における本市の高齢者保健福祉事業や介護保険事業等の取組み状況について検証し、今後の課題を分析・整理すること。
· 高齢者保健福祉事業や介護保険事業等の実施状況の検証・課題整理等
・ 介護保険給付統計のとりまとめと計画数値の評価・分析、課題整理等
・ 介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という）の評価等
（4）基本方針と数値目標の設定
　　(1)～(3)により市の現状を整理するとともに、特性や改善すべき課題について分析し、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画が一体的な計画として改定されるべきものであることを十分に考慮したうえで、指針となる計画の基本理念と基本目標、達成すべき数値目標の設定を行う。また、成年後見制度利用促進計画及び認知症施策推進計画は高齢者保健福祉計画と一体的に策定すること。
（5）施策の検討
　　　本市における高齢者保健福祉施策及び介護保険事業を推進するための基本目標に沿って体系的に整理し、高齢者保健福祉施策（成年後見制度利用促進事業含む）及び介護保険事業の施策として構築する。なお、施策においては、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金、保険者努力支援制度等の評価指標を踏まえたものとする。
（6）推進方策の検討　　
　　　施策を展開し、目標を達成するために必要な計画の推進体制、各主体の役割、進行管理を評価方法等の推進方策について検討する。
２）関係団体へのヒアリング実施
　　　本計画に関する関係団体及び庁内関係課に対してヒアリングを実施し、計画の評価や付帯的なニーズの把握・分析・政策検討を行い取りまとめる。
３）計画骨子・素案作成、編集
４）運営協議会等の運営支援
　　　計画の策定にあたり、その内容を検討するための、5回程度の運営協議会等の運営支援を行
う。なお、協議会等の開催に際しては、その都度、資料を作成すること。
　　また、必要に応じて、協議会等に事務局の補佐として出席し、議事を記録し、議事録を作成
すること。また、会議中の指導・助言・提案・要望については後日整理分析し、対応策を検討
のうえ回答すること。打ち合わせは、必要に応じて適宜開催するものとする。
　　　受託者は、市の指定する日時に来庁し打ち合わせをするよう努め、資料等の提出は必ず期限
までに行うこと。作成する資料の内容や部数等については、市と協議のうえ決定する。
５）パブリックコメント支援
　　　素案段階において、パブリックコメントを募集し、その実施支援及び意見の整理を行う。
【計画書】
　　　最終案について、編集レイアウトを行い、計画書を作成・印刷・製本する。また、計画内容を要約し、概要版として編集・印刷する。

７　関係法令等の遵守及び各種計画との調整
　　本業務の遂行において、関係する法令、省令、規則、条例、基準等を遵守するとともに、本市総合計画、地域福祉計画、健康増進計画等との調整を図らなければならない。
　（参考　第10期介護保険事業計画必須記載事項）

８　受託者の義務
　(1)　受託者は、本業務の意図及び目的を充分に把握し、業務を遂行するものとする。
　(2)　受託者は、本業務の遂行にあたり、市と詳細な協議を行い、市の承認後に業務を遂行するも
のとする。
　　　なお、契約書及び本仕様書は、業務の主要事項のみを示したものであるため、これらに記載
のない事項であっても、業務遂行上必要と認められる事項が生じた場合は、受託者は遅滞なく
市と協議の上、決定するものとする。
(3)　業務を円滑に進めるために、充分な経験及び資格を有する主任担当者を配置することとする。主任担当者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行うものとする。



９　提出書類
　　受託者は、本業務の契約締結後、速やかに市と詳細な打ち合わせ・協議を行うものとする。なお、本業務の着手及び完了にあたって、市の契約定款に定める書類を提出するものとする。
　（1）業務着手時　　　　着手届、業務行程表、技術者通知書等
　（2）業務完了時　　　　業務完了届、成果品、請求書等

10　工程管理
　　受託者は、業務実施計画書に基づいて、適正な工程管理を行い、業務の進捗状況を随時市に報告するものとする。

11　業務スケジュール（予定） 
　(1)　第1回運営協議会（スケジュール・概要説明）			　　 令和8年7月
(2)　第2回運営協議会（計画素案の検討）			　　　　 　　　  　　9月
 (3)  第3回運営協議会（計画素案の検討・決定）            　　　  　　　　　　 　11月
(4)  中間のまとめ、介護サービス量の見込み量の設定　　　　　　　	　　　　   　12月
　(5)　パブリックコメントの募集						　　　　  　 12月
　(6)　介護サービスの見込み量（最終値）とりまとめ・第1号保険料の設定	令和9年2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
(7)　第4回運営協議会（計画書案の最終調整、計画書案の検討・決定）　　　　　　　　2月
 (8)　第5回運営協議会（計画書策定完了報告）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月
(9)　計画書印刷製本							       　　   3月

12　貸与資料
　　本業務の実施にあたり、必要な資料が生じた場合には、市より貸与するので、受託者は責任を持ってこれを管理し、汚損・紛失等のないように取り扱いには万全の注意を払うこととする。また、受託者は、貸与された資料の重要性を認識し、個人情報保護の観点から情報の流出には充分留意し、常に貸与資料の管理状況を明確にし、必要がなくなった場合には、速やかに返却するものとする。なお、受託者は貸与された資料を当該業務以外に使用してはならない。

13　損害賠償
　　受託者は、本業務実施中に、受託者の責任により生じた諸事故に対し責任を負い、損害賠償についての一切の処理を行うものとする。

14　守秘義務
　　受託者は、個人情報保護法を遵守し、本業務の内容及び業務に関わる資料を他に漏らしたり、当該業務の目的以外に使用してはならない。



15　完了・検査
　　受託業者は、業務完了と同時に業務完了届、成果品等を納入し、市の検査を受けなければならない。
　　なお、修正を要する場合は、受託者は速やかにこれを行い、再度検査を受け、合格により業務を完了したものとする。

16　その他
(1)　本仕様書に定めのない事項で、業務の遂行にあたり必要な事項は市と協議すること。
(2)　受託者は、本業務の実施にあたり委託者と密接に連絡を取り、委託者の指示を受けるものとする。
(3)　本契約の履行に伴う経費は、受託者の負担とする。
(4)  委託業務に関連する著作権（データ、版権等）は菊池市に帰属する。
(5) 業務内容に関しては、原則受託業者が菊池市役所に出向き行うものとする。

17　成果品の提出
　　本業務の成果品の提出は次のとおりとし、菊池市高齢支援課に提出するものとする。
(1) 成果品　　
1 計画書	
本冊（A４版、２色刷、写真製版、100ページ程度、表紙カラー）　200部
電子データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1式
2 概要版
　　本冊（A４版、フルカラー、写真製版、10ページ程度）　　　　　 300部
電子データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1式
3 ホームページ掲載用ＰＤＦ版データ　　　　　　　　　　　　　　 　　1式

　　（2）納入期限　令和9年3月19日












 (
参考
)第10期介護保険事業計画必須記載事項
※法第１１６条第１項の基本指針の改正（案）が示され次第、基本指針に基づく必須記載事項等を提示する予定

【1】 介護保険法に定める記載事項（●は必須）
	
	事　　　　　項

	（第１１７条第２項）

	●
	①　日常生活圏域の設定（第１号）

	●
	②　日常生活圏域ごとの各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数（第１号）

	●
	③　日常生活圏域ごとの介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み（第１号）

	●
	④　各年度における地域支援事業の量の見込み（第２号）

	　●
	⑤　介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標（第３号、第４号）

	（第１１７条第３項）

	
	⑥　②と③の見込量の確保のための方策（第１号）

	
	⑦　④に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策（第２号）

	
	⑧　介護給付費等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計（第３号）

	
	⑨　介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項（第４号）

	
	⑩　指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項（第５号）

	
	⑪　指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項（第６号）

	
	⑫　認知症である被保険者の地域における自立した日常生活支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項（第７号）

	
	⑬　日常生活圏域ごとの当該区域における老人福祉法第29条第１項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第５項に規定する登録住宅のそれぞれの入居定員総数（特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第41条第１項本文、第42条の２第１項本文又は第53条第１項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。）（第８号）

	
	⑭　地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項（第９号）

	
	⑮　高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のための必要な事項（第９号）





【2】 その他記載事項

①　日常生活圏域ごとのサービス基盤状況（地図）の記載

②　介護保険事業に係る費用と保険料の算出の記載
· 標準給付費、地域支援事業に係る費用は円単位で記載
　　
③　施策の書き方
　　現状と課題、今後の取り組み、具体的な事業がわかるような記載
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